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が
い   

ふ
う

　

道
商
工
連
が
毎
月
10
日
に
発

行
し
て
い
る
会
報
紙
『
道
商
工

連
』に
、
皆
さ
ま
が
製
作
し
た
チ

ラ
シ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の

宣
伝
物
を
同
封
し
て
、
会
員
企

「
道
商
工
連
」に
同
封
し
て
チ
ラ
シ
や
パ
ン
フ
無
料
配
布

業
の
皆
さ
ま
宛
て
に
無
料
で
配

送
し
ま
す
。

　

毎
月
、
月
末
ま
で（
12
月
は
20

日
ま
で
）
に
２
５
０
部
を
道
商

工
連
ま
で
お
届
け
く
だ
さ
い
。

「
割
増
賃
金
率
」の
改
正
内
容

　

１
週
間
40
時
間
、
１
日
８
時
間

の
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
を
し
た
場
合
に
、
給
与
に

上
乗
せ
し
て
25
％
以
上
の
割
増
賃

金
を
支
払
う
こ
と
が
企
業
に
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、２
０
１

０
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
月
60
時

間
を
超
え
た
時
間
外
労
働
に
対
し

て
は
50
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支

払
う
よ
う
、
法
律
が
改
正
さ
れ
て

い
ま
し
た
。た
だ
し
、
中
小
企
業
は

２
０
２
３
年
３
月
ま
で
猶
予
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　

い
よ
い
よ
本
年
４
月
１
日
か
ら

は
中
小
企
業
も
月
60
時
間
超
の
時

間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
率

が
、
25
％
以
上
か
ら
50
％
以
上
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

注
意
し
た
い
ポ
イ
ン
ト

　

中
小
企
業
が
特
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

①
深
夜
・
休
日
労
働
と
重
な
る
場

４
月
か
ら
月
60
時
間
超
の
残
業
は
50
％
増
し

中
小
企
業
も
割
増
賃
金
率
引
き
上
げ

会
員
紹
介
・
ダ
イ
ナ
ス
テ
ィ
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
北
広
島
（
３
面
）
／
雇
用
保
険
料
率
改
定
（
４
面
）

凱 

風
（
夏
か
ら
秋
に
吹
く
南
風
）

　

今
年
の
春
は
案
外
早
く
や
っ
て

き
そ
う
だ
。
３
月
に
入
っ
て
ポ
カ

ポ
カ
陽
気
が
続
き
、
氷
雪
の
山
が

み
る
み
る
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
プ

ロ
野
球
も
Ｗ
Ｂ
Ｃ
が
始
ま
り
、フ
ァ

イ
タ
ー
ズ
の
本
拠
地
で
あ
る
ボ
ー

ル
パ
ー
ク
も
30
日
に
は
公
式
戦
が

始
ま
る
。
ぜ
ひ
一
度
は
新
球
場
に

足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
も
の
だ
。

プ
ロ
野
球
と
言
え
ば
、
大
谷
選
手

が
大
リ
ー
グ
で
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
バ
ッ

タ
ー
の
二
刀
流
で
大
活
躍
が
報
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
20
代
半
ば

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い

く
の
か
、
大
い
に
期
待
し
た
い
も

の
だ
。
実
は
、
金
田
正
一
投
手
は

４
０
０
勝
と
い
う
前
人
未
到
の
大

記
録
を
始
め
、
投
手
部
門
で
数
々

の
す
ご
い
記
録
を
持
っ
て
い
る
が
、

実
は
、
打
撃
で
も
38
本
の
ホ
ー
ム

ラ
ン
を
打
ち
、
こ
れ
ま
た
誰
に
も

破
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。
も
っ
と

も
、
そ
の
う
ち
代
打
で
２
本
打
っ

て
い
る
か
ら
、
投
手
と
し
て
は
36

本
だ
そ
う
だ
。
だ
か
ら
元
祖
二
刀

流
は
金
田
正
一
な
の
だ
ろ
う
、
確

か
に
球
も
速
か
っ
た
。（
峰
）

（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

合
　

月
60
時
間
を
超
え
た
時
間
外
労

働
が
、
夜
の
22
時
か
ら
早
朝
の
５

時
ま
で
の
深
夜
労
働
や
日
曜
日
な

ど
の
休
日
労
働
と
重
な
っ
た
場
合

の
賃
金
計
算
は
、
深
夜
労
働
の
場

合
は
深
夜
割
増
賃
金
率
25
％
と
時

間
外
割
増
賃
金
率
50
％
を
足
し
た

75
％
の
割
増
賃
金
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。週
１
日
の
法
定
休

日
に
社
員
を
勤
務
さ
せ
た
場
合
は

35
％
以
上
割
増
し
た
休
日
手
当
が

発
生
し
ま
す
。月
60
時
間
の
時
間

　

働
き
方
改
革
推
進
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
国
が
進
め
て
い
る
時

間
外
労
働
に
関
す
る
法
改
正（
２
０
１
０
年
４
月
）で
、
適
用
が
猶
予
さ
れ

て
き
た
中
小
企
業
も
２
０
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
月
60
時
間
を
超
え

る
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。割
増
賃
金
率
に

関
す
る
改
正
の
概
要
と
対
策
は
以
下
の
通
り
で
す
。



（２）

外
労
働
時
間
の
計
算
に
は
、
４
週

間
に
４
回
ま
た
は
１
週
間
に
１
回

の
付
与
が
義
務
付
け
ら
れ
た
法
定

休
日
に
行
う
労
働
時
間
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。（
例
え
ば
、
通
常
日
曜
日

は
法
定
休
日
で
す
が
、
土
曜
日
に

働
い
た
分
は
「
法
定
時
間
外
労
働
」

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
）法
定
休
日

と
そ
れ
以
外
の
休
日
の
割
増
率
の

計
算
に
は
、注
意
が
必
要
で
す
。

②
契
約
社
員
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
み

な
し
残
業
・
歩
合
給
で
も
割
増
賃

金
は
必
要

　

正
社
員
以
外
の
雇
用
形
態
で
働

く
従
業
員
に
も
、
割
増
賃
金
が
発

生
し
ま
す
。労
働
基
準
法
の
規
定

は
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ

れ
る
た
め
、契
約
社
員
や
ア
ル
バ
イ

ト
に
も
、
割
増
賃
金
を
支
払
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
残
業
代
が
固
定
で
支
払

わ
れ
る
「
み
な
し
残
業
制
度
」
を
導

入
し
て
い
る
場
合
も
、割
増
賃
金
が

生
じ
ま
す
。み
な
し
残
業
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
時
間
を
超
え
た
分

は
、
時
間
外
手
当（
残
業
代
）を
支

払
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。１
日

８
時
間
、
週
40
時
間
の
法
定
外
労

働
を
超
え
た
労
働
時
間
に
は
25
％

以
上
、
時
間
外
労
働
が
、
月
60
時

間
を
超
え
た
場
合
は
50
％
以
上
と

い
う
割
増
率
に
従
い
、
時
間
外
手

当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
仕
事
の
成
果
に
対
し
て

給
与
が
支
払
わ
れ
る「
歩
合
給
制
」

の
場
合
も
割
増
賃
金
が
発
生
し
、

そ
の
月
の
実
績
給
を
総
労
働
時
間

で
割
っ
た
１
時
間
あ
た
り
の
賃
金

を
ベ
ー
ス
に
計
算
し
ま
す
。

③
割
増
賃
金
の
代
わ
り
に
休
暇

を
付
与
す
る
こ
と
も
可
能

　

月
60
時
間
を
超
え
る
法
定
時
間

労
働
に
対
し
て
、
割
増
賃
金
の
代

わ
り
に
有
給
休
暇
を
付
与
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。25
％
の
割
り
増

し
分
ま
で
は
必
ず
金
銭
で
支
払
う

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
超

え
た
分
は
、
労
使
協
定
に
基
づ
い

て
、休
暇
に
振
り
替
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。そ
の
場
合
、
労
使
協
定
で

は
次
の
４
項
目
を
定
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・
代
替
休
暇
の
時
間
数
の
具
体
的

な
算
定
方
法

・
代
替
休
暇
の
単
位

・
代
替
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
期
間

・
代
替
休
暇
の
取
得
日
の
決
定
方

法
、割
増
賃
金
の
支
払
日

　

ま
た
代
替
休
暇
は
、
取
得
者
の

十
分
な
休
息
を
確
保
す
る
た
め
、

１
日
や
半
日
と
い
う
ま
と
ま
っ
た

単
位
で
与
え
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ

て
い
ま
す
。

中
小
企
業
が
と
る
べ
き
対
策

　

４
月
か
ら
の
法
改
正
に
向
け
て
、

次
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
で
す
。

・
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に

よ
る
労
働
時
間
の
正
確
な
管
理
。

・
業
務
効
率
化
に
よ
る
生
産
性
の

向
上
と
労
働
時
間
の
削
減
。

・
就
業
規
則
の
変
更
・
代
替
休
暇

制
度
の
導
入
。

※

詳
細
は
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く
）



３
　

道
内
の
ゴ
ル
フ
場
で
は
シ
ー
ズ

ン
の
開
幕
準
備
が
最
盛
期
を
迎
え

て
い
る
。道
商
工
連
の
会
員
で
あ
る

「
ダ
イ
ナ
ス
テ
ィ
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
北

広
島
」は
、
日
本
プ
ロ
ゴ
ル
フ
選
手

権
が
行
わ
れ
た
旧
後
楽
園
カ
ン
ト

リ
ー
ク
ラ
ブ
を
引
き
継
ぐ
名
門
コ

ー
ス
で
あ
る
。い
ま
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
ー
ス
と
し
て
、
一
人
で
も
エ
ン
ト

リ
ー
で
き
る
オ
ー
プ
ン
コ
ン
ペ
を

数
多
く
開
催
す
る
な
ど
、
幅
広
い

ゴ
ル
フ
フ
ァ
ン
に
支
持
さ
れ
る
人

気
の
ゴ
ル
フ
場
だ
。現
在
、
２
０
２

３
年
度
の
新
規
会
員
を
募
集
し
て

い
る
。

　

コ
ー
ス
は
、大
自
然
に
包
ま
れ
た

全
27
ホ
ー
ル
で
、
標
高
２
０
０
ｍ

か
ら
２
８
０
ｍ
の
丘
陵
地
に
あ

４
月
15
日
オ
ー
プ
ン
、新
規
会
員
募
集
中

ホ
ー
ル
ご
と
の
攻
略
に
つ
い
て
ア
ン

ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
入
り
の
グ
リ
ー
ン

表
示
で
分
か
り
や
す
く
解
説
す

る
。さ
ら
に
、当
日
の
ピ
ン
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
あ
わ
せ
て
カ
ー
ト
か
ら
ピ
ン

ま
で
の
正
確
な
距
離
を
測
定
・
算

出
し
、ピ
ン
ま
で
の
残
り
距
離
を
１

ヤ
ー
ド
単
位
で
示
し
、
傾
斜
や
芝

目
も
表
示
す
る
か
ら
、ベ
テ
ラ
ン
キ

ャ
デ
ィ
の
代
役
を
担
う
。

　

だ
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
上
で
パ
ッ
ト

の
ラ
イ
ン
を
読
む
の
が
楽
し
く
な

る
し
、
上
達
の
手
助
け
に
な
る
の
が

う
れ
し
い
。た
だ
し
、
雨
天
や
雨
後

に
コ
ー
ス
が
ぬ
か
る
む
場
合
は
カ

ー
ト
の
乗
り
入
れ
規
制
が
あ
る
。

　

こ
の
カ
ー
ト
に
は
緊
急
連
絡
無

線
が
完
備
さ
れ
て
い
て
、カ
ミ
ナ
リ

注
意
報
や
災
害
案
内
も
迅
速
に
対

ダ
イ
ナ
ス
テ
ィ
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
北
広
島

会員訪問

断
然
お
得
な
「
コ
ン
ペ
パ
ッ
ク
先

得
」
を
利
用
で
き
る
。５
月
８
日

〜
８
月
31
日
の
期
間
で
、
３
組

10
人
以
上
が
対
象
。「
幕
の
内
弁

当
パ
ッ
ク
」と「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
食

べ
放
題
パ
ッ
ク
」が
あ
り
、た
と
え

は
「
幕
の
内
弁
当
パ
ッ
ク
」
の
場

合
、
平
日
通
常
７
、
３
０
０
円
が

６
、
８
０
０
円（
ビ
ジ
タ
ー
７
、
８

０
０
円
が
７
、３
０
０
円
）、土
日

祝
１
０
、
３
０
０
円
が
９
、
３
０

０
円
（
ビ
ジ
タ
ー
１
０
、
８
０
０

が
１
０
、３
０
０
円
）と
な
る
。

　

先
着
30
コ
ン
ペ
に
は
20
人
以

上
の
予
約
で
ゴ
ル
フ
ボ
ー
ル
１

ダ
ー
ス
、
30
人
以
上
は
キ
ャ
デ
ィ

ー
バ
ッ
グ
１
点
が
付
く
。詳
し
く

は
同
ゴ
ル
フ
場
ま
で
。

　
　
　

＊　
　
　
　

＊

株
式
会
社
ダ
イ
ナ
ス
テ
ィ
リ
ゾ

ー
ト

北
広
島
市
仁
別
82
番
４
／
電
話

０
１
１
・
３
７
６
・
２
６
１
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://golf.dynasty-resort.jp

＊
同
社
に
は
ゴ
ル
フ
場
「
ダ
イ
ナ

ス
テ
ィ
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
有
明
」
も

あ
る
。

る
。フ
ェ
ア
ウ
ェ
イ
は
広
く
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
、
モ
ミ
、
カ
ラ

マ
ツ
、シ
ラ
カ
バ
、ダ
テ
カ
ン
バ

な
ど
豊
富
な
樹
木
で
各
ホ
ー

ル
が
仕
切
ら
れ
、
フ
ェ
ア
ウ
ェ

イ
は
前
後
左
右
に
様
々
な
ア

ン
ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て

変
化
に
富
み
、ス
コ
ア
を
伸
ば

す
に
は
高
度
な
戦
略
が
要
求

さ
れ
る
。

　

通
常
、
カ
ー
ト
の
乗
り
入

れ
が
自
由
で
、
カ
ー
ト
に
Ｇ

Ｐ
Ｓ
ナ
ビ
が
搭
載
さ
れ
て
い

る
。こ
れ
が
優
れ
も
の
で
、
各

し
ら
か
ば
コ
ー
ス
９
番
ホ
ー
ル

応
し
て
い
る
。

お
得
な
開
幕
プ
ラ
ン
あ
り

　

同
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
運
営
本
部
の

河
端
安
夫
取
締
役
副
社
長（
71
）に

開
幕
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
う
か

が
っ
た
。

　

ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
は
４
月
15
日
オ

ー
プ
ン
の
予
定
で
、
割
安
の「
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
プ
ラ
ン
（
４
月
15
日
〜

５
月
７
日
）」を
用
意
し
て
い
る
。平

日
午
前
５
、
４
０
０
円
（
ビ
ジ
タ
ー

６
、
４
０
０
円
）、
同
午
後
４
、
４
０

０
円
（
ビ
ジ
タ
ー
５
、
３
０
０
円
）、

土
日
祝
午
前
８
、
４
０
０
円
（
ビ
ジ

タ
ー
１
０
、４
０
０
円
）、同
午
後
７

３
０
０
円
（
ビ
ジ
タ
ー
９
、
４
０
０

円
）。た
だ
し
、ツ
ー
バ
ッ
グ
の
場
合
、

土
日
祝
は
割
り
増
し
に
な
る
。

　
「
第
１
回
王
子
サ
ー
モ
ン
オ
ー

プ
ン
」を
５
月
16
日（
火
）に
開
催
。

定
員
１
５
０
人
。Ｗ
ぺ
リ
ア
戦
で
参

加
賞
あ
り
、
プ
レ
ー
代
９
、
１
０
０

円
（
ビ
ジ
タ
ー
１
１
、
０
０
０
円
）、

優
待
券
利
用
時
は
６
、
０
０
０
円
、

利
用
税
、参
加
費
、食
事
代
を
含
む

の
で
、「
ぜ
ひ
多
数
ご
参
加
を
」と
呼

び
掛
け
て
い
る
。

　

４
月
30
日
ま
で
に
予
約
す
る
と

オープニングプラン料金

  会 員   ビジター
午前 5400 円 6400 円
午後 4400 円 5300 円
午前 8400 円 10400 円
午後 7300 円 9400 円

平
日
土
日
祝

4 月15 日（土）～ 5月 7日（日）



（４）

嘆
く
ま
い
野
党
の
い
な
い
国

も
あ
る

国
防
は
武
器
よ
り
食
料
自
給

か
ら

こ
じ
つ
け
り
ゃ
全
て
攻
撃
準

備
な
り

背
の
カ
イ
ロ
ど
こ
で
剥
が
れ

て
落
ち
た
や
ら

お
供
え
は
好
き
な
お
や
つ
の

仮
置
き
場

大
好
き
は
大
嫌
い
よ
り
続
か

な
い

お
は
よ
う
に
う
ん
て
返
事
は

な
ん
な
の
さ

メ
ー
ル
で
の
誤
解
電
話
で
一

時
間

パ
パ
休
み
遊
具
の
よ
う
に
遊

ば
れ
る

飛
ば
ん
か
ら
傷
口
浅
い
と
キ

ャ
デ
ィ
さ
ん

な
ぜ
か
し
ら
ポ
ッ
ポ
を
つ
け

る
鳩
と
汽
車

免
疫
力
あ
げ
る
主
治
医
の
褒

め
上
手

酒
く
ら
い
飲
め
と
言
う
医
者

お
ら
ん
の
か

人
生
で
一
番
長
い
オ
バ
サ
ン

期　
（
毎
日
新
聞
「
仲
畑
流
万
能
川
柳
」
よ
り
）

令
和
５
年
度
の
雇
用
保
険
料
率
改
定

　

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
の

雇
用
保
険
料
率
が
表
の
通
り

改
定
さ
れ
さ
れ
ま
し
た
。
失

業
等
給
付
等
の
保
険
料
率

が
、
労
働
者
負
担
・
事
業
主

負
担
と
も
に
６
／
１
０
０
０

に
。
農
林
水
産
・
清
酒
製
造

の
事
業
者
及
び
建
設
の
事
業

は
７
／
１
０
０
０
に
な
り
ま

し
た
。
雇
用
保
険
二
事
業
は

そ
の
ま
ま
で
す
。

労
働
者
・
事
業
主
と
も
１
／
１
０
０
０
ず
つ
負
担
増

※　園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する
　　事業については一般の事業率が適用されます。

（枠内の下段は令和４年 10 月～令和５年３月の雇用保険料率）

＜令和５年度の雇用保険料率＞
（太字は変更部分）

6/1,000

7/1,000

7/1,000

7/1,000

7/1,000

10.5/1,000

11.5/1,000

17.5/1,000

18.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

5/1,000

6/1,000

6/1,000

6.5/1,000

10.5/1,000

6/1,000

6/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

15.5/1,000

16.5/1,000

5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,0008.5/1,000

6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,0009.5/1,000

負担者 労働者負担 事業主負担
雇用保険料率

一般の事業

建設の事業

農林水産・
清酒製造の事業

① ②

（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

① ②＋

（令和４年 10 月～）

（令和４年 10 月～）

（令和４年 10 月～）


